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令和元年度 第１回刈谷市入札監視委員会 議事録 

 

 

１ 日時  令和元年７月２４日（水） １３：３０～１５：００ 

 

２ 場所  刈谷市役所 ８階 ８０４会議室 

 

３ 出席した委員（委員数４名） 

委員長      奥村 勇雄（元会計検査院審議官） 

委員長職務代理者 近藤 克麿（公認会計士） 

委員       加藤 時彦（弁護士） 

委員       佐野 真紀（愛知教育大学准教授） 

 

４ 出席した事務局職員（６名） 

 間瀬総務部長、都築契約検査課長、神谷課長補佐、 

近藤契約係長、藤井検査係長、西川主任主査 

 

５ 議題及び概要 

（１）平成３０年度工事契約状況について 

→事務局より説明。 

（２）契約工事の報告について（平成３１年１月から令和元年５月分） 

→事務局より説明。 

（３）抽出事案の説明について 

   →抽出案件 ４件（一般競争入札３件、随意契約１件）を承認。 

（４）その他 

→事務局より以下の件を報告。 

・入札参加資格停止の実施について   →事務局より報告。 

・次回の審査事案の抽出担当者について →奥村委員長に依頼。 

・次回の開催日について        →第２回 １１月１１日（月） 

                        第３回  ２月１４日（金） 
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６ 主な質疑 

質問・意見 回答 

 

議題（１） 平成３０年度工事契約状況につ

いて 

※質問、質疑なし 

 

 

議題（２） 契約工事の報告について 

Ｑ：（委員）工事の入札全般における刈谷市

の現状はどうか。 

 

 

 

 

 

 

議題（３） 抽出事案の説明について 

・案件１件目  

市道０２－９号線道路改良工事 

（一般競争入札 土木一式工事） 

 

Ｑ：（委員）この案件は一度不調となってい

るが、設計変更した結果、工事金額はど

うなったか。 

 

Ｑ：（委員）入札参加資格に「元請けとして過

去１０年間に、工事を完了・引き渡した

実績があること」となっているが、落札

した業者は実績があるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：（事務局）まず、国の動向として、労務

単価の上昇と人手不足、担い手不足が挙

げられる。刈谷市でも年度末における人

手不足が生じているため、工事時期の平

準化についても検討しているところで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：（事務局）設計を見直した結果、前回よ

りも安くなっている。 

 

 

Ａ：（事務局）毎年、工事の受注実績がある

業者である。 
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・案件２件目 

（仮称）刈谷スマートＩＣ整備工事 

（橋りょう上部工） 

（一般競争入札、土木一式工事） 

 

Ｑ：（委員）入札参加資格が県内本支店とな

っているが、参加業者数は何者か。 

 

 

Ｑ：（委員）工法がプレビーム工法という特

殊なものになっているが、この工法の採

用はどこで決定したのか。 

 

Ｑ：（委員）この案件は「橋りょう上部工」と

いうことだが、「橋りょう下部工」もあ

るのか。 

 

 

・案件３件目  

市道０２－１５号線他交通安全対策工事 

（一般競争入札、塗装工事） 

 

Ｑ：（委員）参加資格者数が１８９者とある

が、これは道路塗装が可能な業者の数な

のか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：（事務局）参加資格者数は３５９者であ

るが、工事実績のある業者は１８者ほど

あるのを確認している。 

 

Ａ：（事務局）工事担当課で維持管理、現場

での施工等を総合的に判断し、決定して

いる。 

 

Ａ：（事務局）「橋りょう下部工」もあり、こ

ちらは特殊な工法ではないため、５月に

市内業者による入札を実施している。 

 

 

 

 

 

 

Ａ：（事務局）刈谷市入札参加資格者名簿に

「塗装工事」で搭載されている愛知県内

に本店があり、なおかつ総合数値が６０

０点以上の業者数が１８９者あること

を指している。 

その中で道路塗装が可能な業者数が

何者あるかについては、把握をしていな

い。 
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・案件４件目  

準用河川草野川改修工事（その２） 

 （随意契約、土木一式工事） 

 

Ｑ：（委員）随意契約の理由に「愛知県が築造

する排水路に接続する工事」とあるが、

これはどの機関が実施する工事か。 

 

Ｑ：（委員）準用河川とは、どのような河川を

指すのか。 

 

 

 

※ 以上より、抽出案件１～４について、入

札監視委員会として内容を承認すること

で決定。 

 

 

 

 

Ａ：（事務局）排水路に接続する準用河川に

ついては、市が工事を実施している。 

 

 

Ａ：（事務局）一級河川、二級河川以外の河

川で、市町村が管理する河川のことであ

る。 

 


